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１．事業指定基準規則要求への対応について

事業指定基準規則および解釈 分類

安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

(解釈)
１ 第１項に規定する「誤操作を防止するための措置」とは，人間工学上の諸因子を考慮して，盤の配
置及び操作器具，弁等の操作性に留意すること，計器表示及び警報表示において再処理施設の状態
が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること，保守点検において誤りを生じにくいよう留意すること
等の措置を講じた設計であることをいう。また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，
ある時間までは，運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計であることを
いう。

追加

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができるものでなければならない。

(解釈)
２ 第２項に規定する「容易に操作することができる」とは，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事
故が発生した状況下（混乱した状態等）であっても，簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転
員に与える負荷を小さくすることができるよう考慮する設計であることをいう。

追加



２．これまでの審査における主な論点
（既許可からの変更点）

 新規制基準は、再処理施設安全審査指針（昭和61年２月20日原子力安全委員会
決定。）を踏まえたものであるが、事業指定基準規則第十三条の規則及び同解釈
では、誤操作を防止するための措置及び操作の容易性について追加された。

 以上より、新規制基準に適合するように設計するための方針としては、誤操作を防
止するための措置及び操作の容易性について，事業変更許可申請へ反映してい
る。

 誤操作の防止に関して整理した結果を添付資料に示す。

2



３．これまでの審査会合からの変更点

 誤操作防止対象を網羅的に抽出し、その結果、設計基準事故等に必要となる操作
対象及び新規制基準で必要となる操作対象については、識別や視認性の向上を
行い、誤操作防止措置を講じる設計且つ容易に操作できる設計方針とする。
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

誤操作の防止について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針の比

較により，事業指定基準規則第 13 条において追加された要求事項を整理す

る。（第１表） 
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１．２ 要求事項に対する適合性 

(１) 誤操作の防止

運転員による誤操作を防止するため，誤操作の防止に係る基本方針を以下

のとおりとする。 

安全機能を有する施設の制御盤には，設備の監視及び制御が可能となるよ

うに，計器表示・警報表示及び操作器具を配置するとともに，計器表示・警

報表示は，運転員の誤判断を防止し，再処理施設の状態を正確かつ迅速に把

握できるよう，色分けや銘板により容易に識別できる設計とする。また，操

作器具は，運転員による誤操作を防止するために，必要に応じて誤操作防止

カバーの設置や鍵付スイッチを設け，色，形状，銘板により容易に識別でき

る設計とする。 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，時間的に余裕が少な

い場合においても，安全保護回路により，運転員の操作を期待しなくても必

要な安全上の機能が確保される設計とする。  

安全機能を有する施設の機器，弁等に対して，色分けや銘板取り付け等に

よる識別管理を行なうとともに，運転員の操作性及び人間工学的観点の諸因

子を考慮した盤の配置，操作器具，計器，警報表示装置を設置する設計とす

る。 

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し，

混乱した状況下においても誤操作を防止するための措置を講じた中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤並びに現

場の機器，弁等を使用し，簡単な手順によって容易に操作できる設計とする。 
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１．３ 規則への適合性 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指

定基準規則」という。）第十三条では，誤操作の防止について，以下の要求

がされている。 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を

講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができるものでなけれ

ばならない。 

上記をうけ，日本原燃㈱ 再処理施設における誤操作の防止について，以

下のとおり事業指定基準規則およびその解釈に適合させる設計とする。 

＜適合のための設計方針＞ 

第１項について 

安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設

計とする。 

運転員の誤操作を防止するため，盤の配置及び操作器具，弁等の操

作性に留意するとともに，計器表示及び警報表示により再処理施設の

状態が正確かつ迅速に把握できる設計とする。また，保守点検におい

て誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間まで

は，運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計

とする。 
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さらに，安全機能を有する施設の機器，弁等は，色分けや銘板取り

付けなどの識別管理や視認性の向上を行うとともに，施錠管理により

誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

第２項について 

安全上重要な施設は，容易に操作することができる設計とする。 

運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し，混乱した状況下

においても，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の安全系監視制御盤及び機器，弁等により，簡単な手順によって必要

な操作が可能な設計とする。 

また，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

安全系監視制御盤は，操作器具，警報表示等の盤面器具を系統ごとにグ

ループ化して集約し，操作器具の統一化（色，形状，大きさ等の視覚的

要素での識別），並びに，操作器具の操作方法に統一性を持たせること

で，通常運転，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故時において運

転員の誤操作を防止するとともに，容易に操作することができる設計と

する。 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室以外にお

ける操作が必要な安全上重要な施設の機器，弁等に対して，色分けや銘

板取り付けなどの識別管理や視認性の向上を行い，運転員が容易に操作

することができる設計とする。 
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２．設計の基本方針 

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，以下

の措置を講ずる設計とする。 

（１）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤は，操作

性，視認性及び人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の配置，操作器

具の配置，計器の配置及び警報表示器具の配置を行い，操作性及び視

認性に留意するとともに，再処理施設の状態を正確かつ迅速に把握で

きるよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 

（２）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤は，多重化を行い分離配

置するとともに，系統ごとにグループ化して集約した操作器具を盤面

上に配置し，操作性及び視認性に留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 

（３）安全機能を有する施設のうち，中央制御室の監視制御盤は，施設ご

とにエリアを分けて配置する設計とする。なお，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の監視制御盤は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室に配置する。 

【補足説明資料2-2】 

（４）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，監視操作を行う画面を系統

ごとにグループ化して集約し，操作性及び視認性に留意した設計とす

る。 

【補足説明資料2-2】 
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（５）安全機能を有する施設の操作器具であるスイッチ及び各建屋に設置

する機器，弁等は，色分けや機器番号による識別表示を講じ，誤りを

生じにくいよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-1】 

（６）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，誤接触に

よる誤動作を防止するため，誤操作防止カバーを設置し，誤りを生じ

にくいよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 

（７）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，形状によ

る区別を行うとともに，必要により鍵付スイッチを採用することによ

り，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 

（８）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤の画面上の操作スイッチは，タ

ッチオペレーション式によるダブルアクション操作及び，通常時操作

と機器単体保守時の操作を制限する施錠機能により，誤りを生じにく

いよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 

（９）安全機能を有する施設のうち，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，警報の重要度ごとに色分け

による識別表示をすることにより，正確かつ迅速に状況を把握できる

よう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-2】 
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（10）安全機能を有する施設の操作器具及び機器，弁等は，保守点検にお

いても，点検状態を示す札掛けを行うとともに，必要に応じて施錠す

ることにより，誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 

【補足説明資料2-1】 

（11）運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，時間余裕が少

ない場合においても計測制御設備のインターロックや安全保護回路に

より，運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保され

る設計とする。 

安全上重要な施設は，容易に操作することができるようにするため，

以下の措置を講ずる設計とする。 

（１）安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が

発生し，混乱した状況下においても安全機能を有する施設の設計方針

（１）～（11）に示す措置を講じた中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤及び機器，弁等を使用

し，簡単な手順によって容易に操作できる設計とする。 

【補足説明資料2-1,2-3】 

15



16



２章 補足説明資料 
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再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト

資料No. 名称

補足説明資料2-1 制御室における誤操作防止対策について 新規作成

補足説明資料2-2 現場操作における誤操作防止対策について 別紙1　現場操作における誤操作防止対策について

備考（8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

第13条：誤操作の防止

再処理施設　安全審査　整理資料　補足説明資料

（1/1）
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補足説明資料 2－１（１３条） 
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現場操作における誤操作防止対策について 

現場操作時の誤操作防止対策及び容易な操作を可能とするため，操作対象を識別するため

の表示，弁等の状態を示すための表示及び施錠等の誤操作防止対策を講ずる。 

１．弁類の誤操作防止対策 

 

弁の識別のため銘板を取り付け，弁番号を表示

する。 

誤操作防止のため，チェー

ンにて弁を固定し施錠す

る。
弁状態を示す表示。 

【色分け】 

通常開：赤 

通常閉：緑 

開度調整弁については，適切

な開度に操作可能なように

弁開度を表示する。 

点検時は，点検時の状態，点

検作業番号，操作禁止を示す

ために札掛けを行う。 

拡大写真 

設計基準事故等時に現場操作する弁の誤操作防止例 

分離・分配設備の配管からのセルへの

漏えいの対処に使用する弁 

高レベル廃液貯蔵設備の配管からの 

セルへの漏えいの対処に使用する弁

：商業機密の観点で公開できません 
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２．盤類の誤操作防止対策 

識別のため盤名称，盤番号を記載した銘板を表示する。 

また，安全系の盤については銘板の色分けを行う。 

安全系Ａ系：赤 

安全系Ｂ系：緑 

誤操作防止のため，盤面扉の施錠管理を行う。 

遮断器の誤操作防止のため施錠を行う。 

（モータコントロールセンタでの例）

また，点検時は，点検時の状態，点検作業番号，操作

禁止を示すために札掛けを行う。 

：商業機密の観点で公開できません 
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補足説明資料 2－2（１３条） 
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制御室における誤操作防止対策について 

１．中央制御室における制御盤の配置 

(1) 安全系監視制御盤は，多重化（安全系Ａ系／安全系Ｂ系）した盤を分離して配置す

る。安全系監視制御盤は，誤操作防止（容易な識別）のために，盤名称・盤番号を

記載した銘板の色分け（安全系Ａ系：赤，安全系Ｂ系：緑）を行う。

(2) 中央制御室は，再処理各施設の監視操作を集中して行うため，監視操作対象の施設

が複数となる。このため，運転員の監視操作対象施設の識別及び異常が発生した場

合の対応を容易にするため各施設の監視制御盤は施設毎にエリアを分けて配置する。 

(1) 

(1) 
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２．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における制御盤の配置 

(1) 安全系監視制御盤は，多重化（安全系Ａ系／安全系Ｂ系）した盤を分離して配置す

る。安全系監視制御盤は，誤操作防止（容易な識別）のために，盤名称・盤番号を

記載した銘板の色分け（安全系Ａ系：赤，安全系Ｂ系：緑）を行う。

(2) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，中央制御室とは異なり，複数施

設の監視操作を行わないことから，エリアは１つである。

(1) 
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３．安全系監視制御盤の器具配置 

(1) 警報表示器具・・・視認性を考慮して制御盤上部に配置

(2) 指示計・・・視認性を考慮して目の高さに配置

(3) 操作器具（スイッチ類）・・・操作性を考慮して手元の高さに配置

(4) 系統線・・・操作器具（スイッチ類）を系統ごとにグループ化して配置するため，

系統の区切り線を配置 

(1) 

(2) 

系統線 

(4) 

：商業機密の観点で公開できません 
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４．安全系監視制御盤における操作器具の誤操作防止対策 

(1) 操作器具の誤操作防止

(2) 操作器具の識別（例）

 

ｃ．操作方法の統一性 

誤操作防止カバー 鍵付スイッチ 

時計回り方向：動作 

（起動、弁開） 

反時計回り方向：リセット 

（停止、弁閉） 

ピストル形 キクヒラ形 ツマミ形 押しボタン 

ａ．操作器具の形状 

ピストル形（ポンプ，排風機等），キクヒラ形（切り替えスイッチ

等），ツマミ形（弁，ダンパ等），押しボタン（テストスイッチ，

警報停止スイッチ等） 

ｂ．状態表示色 

赤：起動，弁開 

緑：停止，弁閉 

状態表示 

誤接触による誤動作を防止するため，必要箇所に誤操作防止カバーを設置する。 

また，必要により鍵付スイッチを採用する。 

商業機密の観点で公開できません 
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(3) 点検状態を示す札掛け

５．監視制御盤の誤操作防止対策 

(1) 画面構成及び画面展開

点検時の機器，弁等の隔離状態，点検作業番号，操作禁止を示す

ために札掛けを行う。

全体監視画面

一定の監視対象範囲ごとに，監視対象工程全体の運転状態

および関連する上流，下流の工程を監視するための画面。 

誤操作防止

・工程の流れを意識した分かりやすい表示【視認性】

・画面展開の容易さを考慮した構成【操作性】

工程監視画面

全体監視画面から展開する工程ごとの運転状態，プロセス

パラメータを監視するための画面。

誤操作防止

・表示色の統一性【視認性】

例：起動：白，停止：緑，異常：赤

・工程の流れの統一性【視認性】

原則：左から右，上から下

・画面展開の容易さを考慮した構成【操作性】

運転操作監視画面

工程の運転操作，機器単体操作及び運転モード切替え等の

操作を行うための画面。

誤操作防止

・表示色の統一性【視認性】

例：起動：白，停止：緑，異常：赤

・工程の流れの統一性【視認性】

原則：左から右，上から下

・操作可能ボタンの識別表示【操作性】

展開

展開

：商業機密の観点で公開できません 
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(2) 警報表示の色分け

(3) 監視制御盤上での札掛け

警報表示 

（画面は中警報の例） 

警報の重要度に応じ警報

表示の色分けを実施。 

赤：重警報 

紫：中警報 

黄：軽警報 

操作スイッチへ保守・点

検作業等による制約事項

を表示 

例 

点検中表示 

操作禁止表示 

また，安全系監視制御盤

と同様，盤面には操作禁

止札をあわせて表示 

：商業機密の観点で公開できません 
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(4) モードキーによる操作スイッチ使用制限

(5) ダブルアクションの採用

各モードで使用できる操作スイッチを制限 

責任者が管理するキーでモードを切り替える

ことにより操作が可能となる。 

アクション①

画面上のボタンをタッチ 

例 

機器の起動停止ボタン，弁の開閉ボタン 

↓ 

画面上のボタンをタッチしただけでは機器は

動作しない 

↓ 

アクション②

キーボード上の実行ボタンを操作

↓ 

機器が動作する 

：商業機密の観点で公開できません 
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補足説明資料２－３（１３条） 
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設計基準事故等時における現場操作の確認結果について

設計基準事故等時に必要となる現場操作 について，第 2-3-1 図のフローに
基づき抽出した。抽出した結果を第 2-3-1 表に示す。  

また，今までの新規制基準適合性に係る審査において必要な現場操作につ
いても抽出した。抽出した結果を第 2-3-2 表に示す。  

※「 事 故 の 拡 大 防 止 又 は 収 束 さ せ る た め に 必 要 な 操 作 」に は ，「 財 産 保 護 を 目 的
と し た 操 作 及 び 代 替 可 能 な 操 作 ・ 確 認 」 を 含 め な い 。

第 2-3-1 図 必要な現場操作の抽出フロー

YES 

YES 

YES 

再処理事業指定申請書  
添付書類八（安全評価）

誤 操 作 の 防 止 ， 操 作 の 容 易 性 の 確 認 か ら 除 外
誤 操 作 の 防 止 ， 操 作 の 容 易

性 に つ い て 確 認  

No 

 

事 故 の 拡 大 防 止 ，  

収 束 さ せ る た め に 必 要 な

操 作 ※ 及 び 作 業 を 行 う  

場 所  

緊 急 性 を 要 す る  

事 故 の 拡 大 防 止 ， 収 束 さ せ る

た め に 必 要 な 操 作 及 び

作 業 が あ る か

No 

No 

新規制基準適合性に係る審査
（各条文の審査資料より）  

安 全 上 重 要 な 施 設 の  

安 全 機 能 を 損 な わ な い た め に

必 要 な 操 作 及 び 作 業 を  

行 う 場 所  

＊

＊
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3
8

：商業機密の観点で公開できません 



3
9

：商業機密の観点で公開できません 



4
0

：商業機密の観点で公開できません 



4
1

：商業機密の観点で公開できません 



4
2 ：商業機密の観点で公開できません 



4
3

：商業機密の観点で公開できません 



4
4

：商業機密の観点で公開できません 



4
5 ：商業機密の観点で公開できません 



4
6

：商業機密の観点で公開できません 



4
7

：商業機密の観点で公開できません 



4
8

：商業機密の観点で公開できません 



4
9

：商業機密の観点で公開できません 



5
0

：商業機密の観点で公開できません 



5
1 ：商業機密の観点で公開できません 



5
2

：商業機密の観点で公開できません 



5
3

：商業機密の観点で公開できません 



5
4



5
5

：商業機密の観点で公開できません 



5
6

：商業機密の観点で公開できません 



選定項目（規則） 必要な現場操作 作業場所

第二条 核燃料物 質

の臨界防 止

現場操作 無し －

第三条 遮蔽等 －※ 1 －※ 1 

第四条 閉じ込め の

機能

現場操作 無し －

第五条 火災等に よ

る損傷の 防止

火災防護 審査基準 に基づ

き，消火設 備の操作 を行う

現場制御 盤は，操作 性及び

視認性を 考慮した 操作器

具の配置 を行うと 共に，誤

りを生じ にくいよ う施錠

管理する 設計とす る。

火災防護 審査基準 に基づ

き，消火 設備の操 作等に

必要な火 災区域及 びその

出入通路 に作業用 照明を

設ける。  

（第五条 で対応）  

第六条 安全機能 を

有する施 設の地盤

－※ 1 －※ 1 

第七条 地震によ る

損傷の防 止

－※ 2 －※ 2 

第八条 津波によ る

損傷の防 止

－※ 3 －※ 3 

第九条  外部から の

衝撃によ る損傷の 防

止  

安全冷却 水系冷却 塔の運

用変更に 伴い必要 となる，

使用済燃 料の受入 れ施設

及び貯蔵 施設の安 全冷却

水を再処 理設備本 体の安

全冷却水 系に供給 する際

の弁操作 について は，補足

説明資料 ２－１に 示す誤

操作防止 対策を講 じる設

計とする 。  

使用済燃 料の受入 れ施設

及び貯蔵 施設の安 全冷却

水を再処 理設備本 体の安

全冷却水 系に供給 する際

の弁が設 置されて いる部

屋。  

弁の操作 があるが ，作業

まで時間 的余裕が あるた

め可搬型 照明で対 応。  

第十条  再処理施 設

への人の 不法な侵 入

等の防止  

－※ 1 －※ 1 

第十一条 溢水に よ

る損傷の 防止

配管の破 損箇所を 想定し

たうえで の弁操作 につい

ては，補足 説明資料 ２－１

に示す誤 操作防止 対策を

講じる設 計とする 。

配管の破 損箇所を 想定し

たうえで の現場確 認や弁

が設置さ れている 部屋。

弁の操作 があるが ，作業

まで時間 的余裕が あるた

め可搬型 照明で対 応。  

第十二条  化学薬 品

の漏えい による損 傷

の防止  

配管の破 損箇所を 想定し

たうえで の弁操作 につい

ては，補足 説明資料 ２－１

に示す誤 操作防止 対策を

講じる設 計とする 。

配管の破 損箇所を 想定し

たうえで の現場確 認や弁

が設置さ れている 部屋。

弁の操作 があるが ，作業

まで時間 的余裕が あるた

め可搬型 照明で対 応。  

第 2-3-2 表 新規制基準適合性に係る審査における必要な現場操作
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選定項目（規則） 必要な現場操作 作業場所

第十三条 誤操作 の

防止

再処理事 業指定変 更許可

申請書  

添付書類 八に示す 設計基

準事故等  

１）中央 制御室  

２）使用 済燃料の 受入れ

施設及び 貯蔵施設 の制御

室  

第十四条 安全避 難

通路等

現場操作 無し

第十五条 安全機 能

を有する 施設

－※ 2 －※ 2 

第十六条  運転時 の

異常な過 渡変化及 び

設計基準 事故の拡 大

の防止  

－※ 4 －※ 5 

第十七条 使用済 燃

料の貯蔵 施設等

現場操作 なし －

第十八条 計測制 御

系統施設

現場操作 なし 再処理事 業指定変 更許可

申請書  

添付書類 八に示す 設計基

準事故等  

１）中央 制御室  

２）使用 済燃料の 受入れ

施設及び 貯蔵施設 の制御

室  

第十九条 安全保 護

回路

現場操作 なし －

第二十条 制御室 等 現場操作 なし 再処理事 業指定変 更許可

申請書  

添付書類 八に示す 設計基

準事故等  

１）中央 制御室  

２）使用 済燃料の 受入れ

施設及び 貯蔵施設 の制御

室  

第二十一 条 廃棄 施

設  

現場操作 なし －

第二十二 条 保管 廃

棄施設  

現場操作 なし －

第二十三 条 放射 線

管理施設  

現場操作 なし 再処理事 業指定変 更許可

申請書  

添付書類 八に示す 設計基

準事故等  

１）中央 制御室  

２）使用 済燃料の 受入れ

施設及び 貯蔵施設 の制御

室  

第二十四 条 監視 設

備  

現場操作 なし

第二十五 条 保安 電

源設備  

現場操作 なし
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選定項目（規則） 必要な現場操作 作業場所

第二十六 条 緊急 時

対策所  

現場操作 なし －

第二十七 条 通信 連

絡設備  

現場操作 なし 再処理事 業指定変 更許可

申請書  

添付書類 八に示す 設計基

準事故等  

１）中央 制御室  

２）使用 済燃料の 受入れ

施設及び 貯蔵施設 の制御

室  

※ １：規 則 要 求 に 照 ら し あ わ せ る と ，再 処 理 施 設 の 遮 蔽 設 計 に 関 す る 要 求 事 項 で あ り ，

操 作 す る 対 象 の 設 備 は な い 。

※ ２ ： 規 則 要 求 に 照 ら し 合 わ せ る と ， 設 備 の 設 計 要 求 事 項 で あ り ， 操 作 す る 対 象 の 設

備 は な い 。

※ ３ ： 再 処 理 施 設 は ， 標 高 55ｍ 及 び 海 岸 か ら ５ ｋ ｍ の 地 点 に 位 置 し て い る こ と か ら ，

津 波 は 到 達 し な い 。

※ ４ ： 第 2-3-2 表 で 抽 出 し て い る 。

※ ５ ： 第 14 条 整 理 資 料 に お け る 補 足 説 明 資 料 1-6 の 第 １ 表 で 抽 出 し て い る 。
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補足説明資料２－４（１３条） 
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日
本

原
燃
再

処
理
施

設
 
運
用

，
手

順
説

明
資
料

 
誤
操
作
の
防
止
 

事
業

指
定
基
準
規
則

 
第

13
条
 

誤
操
作
の
防

止
 

事
業
指
定

基
準
規
則
 
第
�1

3
 条

第
２
項

 

 
安
全
上

重
要
な
施
設
は
，
容
易
に
操
作

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
（
解
釈
）

 
第
２
項
に
規
定
す
る
「
容
易
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
，
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
又
は
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
状
況
下
（
混
乱
し
た
状
態
等
）
で
あ�

っ
て
も
，

簡
単
な
手
順
に
よ
っ
て
必
要
な
操
作
が
行
え
る
等
の
運
転
員
に
与
え
る
負
荷
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
考
慮
す
る
設
計
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

 

安
全
上
重
要
な
施
設

 

誤
操
作
防
止

 

制
御
室
の
安
全
系
監
視

 
制
御
盤
の
誤
操
作
防
止

 
現
場
の

 
誤
操
作
防
止

 

容
易
な
操
作

 

識
別
表
示

 
施
錠
管
理

 
指
示
計
，
警
報
表
示

の
配
置
及
び
操
作
器
具
等

の
操
作
方
法
の
一
貫
性

 工
 

【
後
段
規
制
と
の
対
応
】

 
工
：
設
工
認
（
本
文

）
 

保
：
保
安
規
定
（
下
位
文
書
含
む
） 

【
添
付
六
へ
の
反
映
事
項
】

 
：
添
付
六
に
反
映

 

保
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表１ 運用，手順に係る対策等（設計基準） 

事業指定許可 

基準規則対象条文 
対象項目 区分 運用対策等 

第 13条 

誤操作の防止 

識別管理 

施錠管理 

運用・手順 ・識別管理及び施錠管

理に関する管理方法

を定める。 

体制 ・運転員，保修員によ

る識別及び施錠管理 

・担当組織による保

守・点検の体制 

保守・点検 ・日常点検

・定期点検

・損傷時の補修

教育・訓練 ・運用・手順，体制及

び保守・点検に関する

教育 
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